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【
平
成
23
年
度
採
用
】

《
大
学
卒
程
度
》

⃝
職
種
・
採
用
予
定
人
員　
行
政

事
務　
10
人
程
度　
土
木　
３
人

程
度　
司
書　
２
人
程
度

⃝
資
格　
昭
和
51
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
（
学
歴
不
問
）
で
、
司

書
は
、
図
書
館
法
第
５
条
に
規
定

す
る
司
書
資
格
を
有
す
る
方
ま
た

は
平
成
23
年
３
月
末
日
ま
で
に
同

資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
の
方

⃝
試
験
方
法　
第
一
次
試
験
＝
教

養
試
験
・
専
門
試
験　
第
二
次
試

験
＝
口
述
試
験
・
身
体
検
査
・
適

性
検
査
・
作
文
試
験

⃝
第
一
次
試
験
の
日
時
及
び
場
所

６
月
27
日
㈰
／
午
前
９
時
（
受
付
）

か
ら
／
本
庁
舎
正
庁
（
５
階
）

⃝
申
込
受
付
期
間　
５
月
28
日
㈮

ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

※
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験

の
合
格
者
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。

　
な
お
、
第
二
次
試
験
の
日
時
及

び
場
所
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格

者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

2

で
す
。

   

調
査
を
正
確
に
実
施
す
る
た
め

に
調
査
員
と
し
て
ご
協
力
し
て
い

た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

⃝
応
募
資
格
　
市
内
在
住
の
20
歳

以
上
で
、
警
察
・
選
挙
・
税
務
の

仕
事
に
直
接
関
係
の
な
い
健
康
な

方⃝
仕
事
内
容
　
▽
調
査
員
説
明
会

へ
の
出
席　
▽
受
け
持
ち
地
域
の

世
帯
の
把
握
、
調
査
票
の
配
布
、

調
査
票
の
書
き
方
と
提
出
方
法
の

説
明
、
調
査
票
の
回
収　
▽
提
出

状
況
の
確
認
、
未
提
出
世
帯
へ
の

訪
問
回
収
等

⃝
報
酬
　
お
お
む
ね
50
世
帯
の
地

域
を
２
地
域
担
当
す
る
場
合
で
約

７
５
、
０
０
０
円

⃝
任
命
期
間
　
８
月
か
ら
10
月
の

調
査
期
間
の
う
ち
、
お
お
む
ね
２

か
月
程
度

⃝
応
募
方
法　
希
望
さ
れ
る
方
は
、

事
前
に
本
庁
舎
企
画
政
策
課
情
報

統
計
係
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
そ

の
後
、
面
接
を
実
施
し
、
申
請
書

類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
い
た

だ
き
、
登
録
の
可
否
を
通
知
し
ま

す
。

⃝
募
集
期
限
　
６
月
15
日
㈫
／
午

後
３
時
ま
で

問
本
庁
舎
企
画
政
策
課
　
内
２
３

２
４

※
た
だ
し
、
平
成
21
年
度
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

⃝
申
告
に
必
要
な
も
の　
①
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
②
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
証
③
印
鑑

問
本
庁
舎
国
保
年
金
課　
内
２
１

７
３
／
各
庁
舎
市
民
福
祉
課　
表

郷
☎
㉜
２
１
１
３　
大
信
☎
㊻
３

９
７
４　
東
☎
㉞
２
１
１
３

　　
６
月
１
日
の
「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」
に
ち
な
み
、
全
国
一
斉
特

別
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

⃝
日
時
・
会
場
　
①
６
月
１
日
㈫

／
午
前
10
時
～
午
後
４
時
／
中
央

公
民
館
（
天
神
町
）
※
弁
護
士

（
午
前
中
の
み
）
、
司
法
書
士
も

対
応
し
ま
す
。
②
６
月
１
日
㈫
／

午
前
９
時
30
分
～
正
午
／
大
信
農

村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー
（
大
信
町

屋
）
③
６
月
４
日
㈮
／
午
前
10
時

～
午
後
4
時
／
表
郷
公
民
館
（
表

郷
番
沢
）
④
６
月
８
日
㈫
／
午
前

10
時
～
午
後
４
時
／
東
公
民
館

（
東
釜
子
）

⃝
内
容　
学
校
・
職
場
・
家
庭
な

ど
に
関
す
る
困
り
ご
と

問
白
河
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
☎

㉒
１
２
０
１

※
受
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
は
、

本
庁
舎
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

【
平
成
22
年
10
月
１
日
以
降
採
用
】

《
大
学
卒
程
度
》

⃝
職
種
・
採
用
予
定
人
員　
建
築

１
人
程
度

⃝
資
格　
昭
和
51
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方
で
、
一
級
建
築
士
免
許

ま
た
は
二
級
建
築
士
免
許
を
有
す

る
方
（
学
歴
不
問
）

⃝
試
験
方
法　
教
養
試
験
・
専
門

試
験
・
口
述
試
験
・
身
体
検
査
・

適
性
検
査
・
作
文
試
験　

⃝
試
験
日
時
及
び
場
所　
▽
第
一

日
目　
６
月
27
日
㈰
／
午
前
９
時

（
受
付
）
か
ら
／
本
庁
舎
正
庁

（
５
階
）
▽
第
二
日
目　
６
月
28

日
㈪
／
午
前
8
時
30
分
（
受
付
）

か
ら
／
本
庁
舎
第
１
委
員
会
室

（
４
階
）

⃝
申
込
受
付
期
間　
５
月
28
日
㈮

ま
で
（
当
日
消
印
有
効
）

※
受
験
案
内
及
び
申
込
用
紙
は
、

本
庁
舎
総
務
課
に
あ
り
ま
す
。

問
本
庁
舎
総
務
課　
内
２
３
１
４

　
国
勢
調
査
は
、
５
年
に
１
度
、

日
本
国
内
に
住
む
す
べ
て
の
人
、

世
帯
を
対
象
と
す
る
大
切
な
調
査

 　
お
勤
め
さ
れ
て
い
た
会
社
等
を

や
む
を
得
ず
離
職
さ
れ
た
方
（
非

自
発
的
失
業
者
）
は
、
申
告
に
よ

り
国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

⃝
対
象
者
　
平
成
21
年
３
月
31
日

以
降
に
会
社
等
を
や
む
を
得
ず
離

職
さ
れ
た
65
歳
未
満
の
方
（
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由

欄
の
コ
ー
ド
が
11
、
12
、
21
～
23
、

31
～
34
の
方
）

※
特
例
受
給
資
格
者
証
（
季
節
的

に
雇
用
さ
れ
る
方
ま
た
は
短
期
的

な
雇
用
に
就
く
こ
と
を
常
態
と
す

る
方
）
及
び
高
年
齢
受
給
資
格
者

証
（
65
歳
到
達
以
後
に
就
職
さ
れ

た
方
）
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は

軽
減
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

⃝
軽
減
内
容　
非
自
発
的
失
業
者

の
方
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の

30
に
し
て
、
国
保
税
の
算
定
、
高

額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療

養
費
の
所
得
区
分
判
定
を
行
い
ま

す
。

⃝
軽
減
期
間　
離
職
日
の
翌
日
の

属
す
る
月
か
ら
、
そ
の
月
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
末
ま
で

案
内

募
集

市
職
員
採
用
試
験

国
勢
調
査
員

人
権
な
ん
で
も
相
談

国
保
税
軽
減
制
度


